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匿名組合契約書 

 

 

営業者と申込者は、次の条項からなる匿名組合契約を締結する。 

 

第1条（定義） 

本匿名組合契約において用いられる各用語は、次に定める意味によるものとします。 

（1）営業者 

本匿名組合事業を行う者であり、augment AI株式会社をいいます。なお、本匿名組合

事業に関する意思決定は、同会社の運営体制に基づいて行われます。 

（2）会計期間 

本匿名組合契約において、会計期間とは、本匿名組合事業の会計のための基準期間を

いい、本匿名組合契約の契約締結日から最終の決算日までとします。営業者の事業全

体にかかる会計期間（いわゆる事業年度）とは異なります。 

（3）契約締結日 

申込者による本匿名組合契約の締結の申込に対し、営業者がこれを承諾し、本匿名組

合契約が締結された日をいいます。 

（4）決算期間 

直前の決算日の翌日から翌決算日までの1年間の期間のことをいいます。ただし、最

初の決算期間は契約締結日（会計期間の始期）を起算日としてその後初めて到来する

決算日までの期間をいい、最後の決算期間の末日は、最終の決算日となります。 

（5）決算日 

会計期間中において、本匿名組合事業にかかる決算および匿名組合員に対する分配金

の額の計算を行う基準日のことをいいます。 

（6）事業計画 

本匿名組合事業にかかる事業計画をいいます。事業計画の内容および出資金の資金使

途は、取扱者のホームページに表示されます。 

（7）出資金 

本匿名組合契約に基づき、匿名組合員より本匿名組合事業のために出資される金額の

ことをいいます。なお、一定の金額を単位とした「口」単位で表示することがありま

す。 

（8）出資金回収売上金額 

匿名組合員にとっての損益分岐点のことをいいます。すなわち、分配金の額は、本匿
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名組合事業の売上金の額に基づき算定されるところ、そのように算定される分配金の

額の累計が匿名組合員からの出資金の額と同額になる場合の本匿名組合事業の売上

金累計額のことをいいます。 

上記の説明は、あくまでも本匿名組合契約上のもので、関係法令、関係業界、その他

各業界での慣習や定義と必ずしも一致するものではありません。 

（9）出資申込金 

本匿名組合契約の申込にあたり、申込者が取扱者に開設した申込者名義の普通預金口

座から取扱者により申込者別別段預金に振替えられる金額のことをいいます。出資申

込金の振替にあたり、手数料はかかりません。 

（10）専用ページ 

取扱者の運営するホームページにおける本匿名組合契約および本匿名組合事業に関

する匿名組合員専用ページをいいます。 

（11）匿名組合員 

営業者との間で本匿名組合契約を締結した者のことをいいます。なお、本匿名組合契

約締結前の匿名組合員を「申込者」と表記することがあります。 

（12）匿名組合契約 

匿名組合契約とは、当事者の一方（匿名組合員。なお、本項で「匿名組合員」とは本

匿名組合契約の当事者としての特定の者を指さず、一般名詞としての匿名組合員をい

う。）が相手方（営業者。なお、本項で「営業者」とは本匿名組合契約の当事者とし

ての特定の者を指さず、一般名詞としての営業者をいう。）の営業のために出資をし

て、営業者がその営業から得られる利益または損失を匿名組合員に分配することを約

する商法（明治32年3月9日法律第48号；改正されたものを含みます。以下同様。）第

535条に規定する契約のことをいいます。 

（13）取扱者 

営業者からの委託を受けて、申込者に対する本匿名組合契約の締結の勧誘その他の業

務を行う者であり、ソニー銀行株式会社のことをいいます。なお、営業者からの委託

が終了した場合でも、引続き取扱者が本匿名組合契約にかかる業務を継続して行う場

合があります。 

（14）分配金 

会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算さ

れ、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。 

（15）分別管理口座 

出資金その他本匿名組合事業にかかる財産を、営業者の固有財産その他営業者の行う

本匿名組合事業以外の事業にかかる財産と分別して管理する目的で開設される匿名

組合名義の普通預金口座をいいます。 
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（16）報告日 

営業者が匿名組合員に対して、その直前の決算期間にかかる決算の結果を報告する日

のことをいいます。報告日はホームページに表示されます。 

（17）法的倒産手続 

会社法（平成17年7月26日法律第86号；改正されたものを含みます。）に基づく特別

清算手続、破産法（平成16年6月2日法律第75号；改正されたものを含みます。）に基

づく破産手続、民事再生法（平成11年12月22日法律第225号；改正されたものを含み

ます。）に基づく民事再生手続、ならびに会社更生法（平成14年12月13日法律第154

号；改正されたものを含みます。）に基づく会社更生手続その他これらに類似する倒

産手続を総称したものをいいます。 

（18）ホームページ 

取扱者の運営するウェブサイトにおける電子申込型電子募集取扱業務に関する画面

をいいます。 

（19）募集期間 

本匿名組合事業に関する、本匿名組合契約と同一内容の契約の申込を、取扱者が受付

ける期間をいいます。募集期間はホームページに表示されます。 

（20）本匿名組合契約 

営業者と申込者との間で締結される匿名組合契約のことをいいます。本匿名組合契約

の名称は「ｗｅｎａ応援ファンド」です。 

（21）本匿名組合事業 

本匿名組合契約に基づき、営業者が行う電子機器製造・販売、その他すべての事業の

ことをいいます。 

（22）申込者 

営業者との間で、本匿名組合契約の締結を希望し、申込を行った者のことをいいます。

なお、本匿名組合契約締結後の申込者を「匿名組合員」と表記することがあります。 

（23）目標募集額 

営業者が本匿名組合事業のために匿名組合契約の方式で出資を募る金額をいいます。 

（24）モニタリング 

本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者（匿名組合員

および営業者）以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配

金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。 

 

第2条（目的） 

本匿名組合契約の目的は、匿名組合員が、営業者の営む本匿名組合事業のために出資を

行い、営業者が、本匿名組合事業から得られる売上金の一部を匿名組合員に分配すること
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です。 

 

第3条（匿名組合契約） 

営業者および匿名組合員は次の事項を確認します。 

（1）本匿名組合契約は、商法第535条に規定される匿名組合契約であり、原則として、匿

名組合契約に関する商法の規定の適用を受けること。 

（2）前号の規定にかかわらず、本匿名組合契約においては、金銭による分配金の額が本

匿名組合事業の売上金額に基づいて算定され、かつ、匿名組合員が本匿名組合契約に

基づいて受領する金銭が、原則として、同分配金に限定されていることから、本匿名

組合契約の契約期間満了等により本匿名組合契約が終了した場合においても、匿名組

合員は、かかる分配金とは別に出資金の返還（金銭その他の財産の種類を問いませ

ん。）を受けることができないこと等、商法第535条以下と異なる内容が規定されて

いる場合があること。 

 

第4条（契約の成立） 

1．営業者は、申込者による本匿名組合契約の締結の申込に対し、募集期間満了日までに

出資申込金の総額が目標募集額以上となった場合、当該満了日を起算日として8日が

経過した日の翌日（契約締結日）に申込者に対し本匿名組合契約の締結の承諾を行い、

これをもって本匿名組合契約が成立するものとします。 

2．匿名組合員は、契約締結日に専用ページで表示される本匿名組合契約が成立した旨の

表示により、前項の営業者による承諾とみなすことを確認し、承諾します。 

3．募集期間満了日において出資申込金の総額が1,000万円に満たない場合、本匿名組合契

約は成立しません。 

4．前項の規定により本匿名組合契約が成立しない場合、取扱者は、出資申込金を申込者

別別段預金から申込者の普通預金口座に振替える方法により、すみやかに無手数料で

申込者に返還します。 

 

第5条（出資金の払込） 

1．取扱者は、契約締結日に出資申込金を申込者別別段預金から営業者の分別管理口座に

送金し、これをもって匿名組合員による出資金の払込があったものとします。 

2．不可抗力その他匿名組合員の責めによらない事由により、前項に規定する出資申込金

の送金が遅滞または不能となった場合でも、営業者および匿名組合員は、契約締結日

に出資金の払込があったものとして取扱います。 
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第6条（契約期間および決算日） 

1．本匿名組合契約の契約期間は、契約締結日から最終の決算日にかかる分配金が支払わ

れる日までの期間です。 

2．本匿名組合契約の決算日は、2027年2月28日であり、最終の決算日は2027年2月28日（以

下「当初最終決算日」という。）となります。 

3．前二項の規定にかかわらず、営業者が、本匿名組合事業の遂行において、次の各号の

いずれかに該当すると営業者が合理的に判断し、かつ、変更後の期間内に本匿名組合

事業の目的を達成できる合理的な見込みがあると判断した場合には、営業者は、最終

の決算日を最大6ヶ月の範囲内で繰り延べる変更を行うことができ（以下「変更後最

終決算日」という。）、この場合、当初最終決算日は通常の決算日として取扱うもの

とします。 

（1）本匿名組合事業の目的たる製品（以下「本製品」という。）の設計、部品調達、製

造工程または検査工程において、予期せぬ技術的・実務的事由により、遅延が生じて

いる場合 

（2）本製品にかかる公的認証（技適基準適合証明など）の取得手続において審査機関の

長期化などにより遅延が生じている場合 

（3）その他、営業者の責によらない不可抗力により、本匿名組合事業の遂行に遅延が生

じている場合 

4．営業者は前項に基づき最終の決算日を変更しようとする場合は、当初最終決算日の30

日前までに匿名組合員に対し、次に掲げる事項を通知するものとします。 

（1）変更後最終決算日の日付 

（2）変更を必要とする具体的な理由 

（3）変更時点における本製品の開発・認証取得の進捗状況および今後の完了見込み 

5．第3項の規定による最終決算日の変更は、匿名組合員の個別の承諾を要しないものとし、

第4項の通知をもってその効力を生じるものとします。 

 

第7条(事業内容等) 

営業者は、本匿名組合契約に従い、本匿名組合事業として以下の各号に掲げる事業を行

います。 

（1）電子機器製造・販売 

（2）その他すべての事業 

 

第8条（営業者の善管注意義務） 

営業者は、本匿名組合事業の遂行、本匿名組合契約にかかる財産の管理、匿名組合員に

かかる個人情報の管理その他本匿名組合契約に定める営業者の業務を善良なる管理者の
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注意をもって誠実かつ忠実に実施すると共に、本匿名組合事業の成功に向けて商業上合理

的に要求される努力を行うものとします。 

 

第9条（営業者による事業の遂行） 

1．営業者は、その裁量により、営業者の名において本匿名組合事業を遂行でき、匿名組

合員は、本匿名組合事業を遂行する権限および営業者の意思決定に関与する権限を有

しないものとします。 

2．匿名組合員は、営業者が、本匿名組合事業の成功について、明示または黙示を問わず、

何らの保証をするものではなく、匿名組合員が自らの判断と責任に基づき出資金の払

込を行ったことを確認します。 

3．営業者は、故意または重大な過失がない限り、本匿名組合事業の遂行の結果生じた損

失または損害に関して、匿名組合員に対して、いかなる責任も負わないものとします。 

4．営業者は、匿名組合員に対し、本匿名組合事業に関し、事業計画の内容および進捗な

らびに事業計画の変更の有無および内容その他重要な事項を、適宜の時期に専用ペー

ジまたは電子メールによる送付その他の方法により、開示するものとします。 

 

第10条（本匿名組合契約にかかる財産の帰属および匿名組合員の責任等） 

1．本匿名組合事業に関して営業者が取得した権利および財産は、営業者に帰属し、匿名

組合員には帰属しません。 

2．本匿名組合契約において明記される場合を除き、営業者は、匿名組合員に対して出資

金の一部または全部の返還を行う義務を負いません。 

3．匿名組合員の損失負担額は、出資金の額を限度とします。匿名組合員は、営業者に対

して、出資金を除き、出資金、費用、損失の分担その他名目の如何を問わず、追加の

金銭を交付する義務を一切負いません。ただし、匿名組合員による本匿名組合契約の

違反等により支払うべき損害賠償については、この限りではありません。 

4．匿名組合員は、本匿名組合事業にかかる営業者の取引先、株主または債権者に対して、

一切の責任を負いません。 

 

第11条（本匿名組合契約にかかる財産の管理方法） 

1．営業者は、出資金を本匿名組合事業のみに使用します。 

2．営業者は、本匿名組合契約にかかる財産を、法令および本匿名組合契約に関連して取

扱者と締結した契約に従い、以下のいずれをも満たす方法によって管理するものとし

ます。 

（1）本匿名組合事業にかかる財産を営業者の固有財産その他営業者の行う本匿名組合事

業以外の事業にかかる財産と分別して管理し、経理を行います。 
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（2）営業者は、出資金を、分別管理口座において、営業者の固有財産その他営業者の行

う本匿名組合事業以外の事業にかかる財産と分別して管理します。 

3．営業者は、分別管理口座の入出金の状況等について、取扱者によるモニタリングを受

けることとします。 

4．営業者は、本匿名組合契約上の義務を遵守する限り、本匿名組合契約にかかる財産の

管理に関し、匿名組合員に対して何ら責任を負いません。 

5．分別管理口座は、以下の通りです。 

銀行名 ソニー銀行 

支店名 本店営業部 

口座種別 普通 

口座番号 0081466 

口座名義 オーグメントエーアイ株式会社 一号ファンド 

 

第12条（会計書類の作成・保持） 

営業者は、本匿名組合事業に関連するすべての取引について、一般に公正妥当と認めら

れる会計基準等に従い、適切な会計帳簿を作成し、これを保管するものとします。 

 

第13条（決算および組合事業概況報告書） 

1．営業者は、決算日到来後すみやかに本匿名組合事業にかかる決算を行い、その結果に

基づいて次の各号の内容を記載した組合事業概況報告書を作成し、報告日に専用ペー

ジまたは電子メールによる送付その他の方法を通じて匿名組合員に提供します。 

（1）対象となる決算期間 

（2）決算日時点における本匿名組合事業の動向（対象となる決算期間以前の動向を含む。） 

（3）対象となる決算期間中の本匿名組合事業の経過および出資金の使途ならびに売上の

状況 

（4）対象となる決算期間における分配金の有無、分配金の額、ひと口あたりの分配金の

額 

（5）決算日時点におけるファンド（営業者の貸借対照表および損益計算書とは別に当該

ファンドの貸借対照表および損益計算書を作成することが困難なものを除く。）の貸借対

照表および損益計算書またはこれらの財務情報（貸借対照表および損益計算書に記載され

た情報のうち主な経営または財務指標となるもの）を記載した書面 

（6）営業者の直近の決算期における貸借対照表および損益計算書またはこれらの財務情

報を記載した書面 

（7）営業者が作成する第5号または第6号（第5号の適用を受けない場合に限る。）に規定

する貸借対照表および損益計算書が公認会計士または監査法人の監査を受けた場合は、当
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該監査にかかる監査報告書の写し 

（8）決算日時点の分別管理の状況（金商法第40条の3の対象となるものに限る。） 

（9）対象となる決算期間中に本匿名組合事業に重大な影響を生じる事由が発生した場合

は、その旨およびその要因 

（10）本匿名組合事業に関する売上に関する帳簿および入金に関する確認（公認会計士、

公認会計士試験に合格した者は税理士により行われるものに限る。）が行われる旨 

2．営業者は、本匿名組合事業にかかる決算にあたり、本匿名組合事業にかかる売上に関

する帳簿および入金について、取扱者による確認を受けます。 

3．営業者は、本匿名組合事業にかかる決算にあたり、取扱者に対し、第１項各号の情報

を通知し、これを受けて、取扱者が、それらの内容についてさらに確認を行います。 

4．営業者は、前二項に規定する取扱者による確認において、不備が指摘された場合には、

すみやかにこれに対応し、正確かつ適切な内容の組合事業概況報告書を作成します。 

5．営業者は、万全を期して組合事業概況報告書を作成しますが、報告日後にその内容を

修正することがあります。この場合、すみやかにその旨および修正の内容を、専用ペ

ージまたは電子メールによる送付その他の方法を通じ匿名組合員に提供します。 

 

第14条（分配金の算定等） 

1．各決算期間にかかる匿名組合員への出資金ひと口あたりの分配金の額は、以下の計算

式により算定します。なお、出資金ひと口あたりの分配金の計算に円未満の端数が生

じた場合は、端数を切り捨てて算定します。また、以下の計算式上の売上金額はすべ

て税抜金額とします。 

（1）当該決算期間までにかかる売上金累計額（以下「総売上金累計額」といいます。）

が出資金回収売上金額以下の場合 

当該決算期間にかかる売上金額 × 40.000％ ÷ 400口 

（2）当該決算期間において総売上金累計額が出資金回収売上金額を初めて上回る場合 

（出資金回収売上金額－前決算期間までにかかる売上金累計額） × 40.000％ ÷ 40

0口＋(総売上金累計額－出資金回収売上金額) × 0.800％ ÷ 400口 

（3）事業計画に定める売上高が総売上金累計額の上限となります。 

2．匿名組合員への分配金の額は、前項の出資金ひと口あたりの分配金の額に、申込口数

を掛け合わせて算定します。 

3．本匿名組合契約において特に明記される場合を除き、匿名組合員が前二項に従い計算

される分配金以外に、金銭その他の財産の支払または分配を受けることはありません。

従って、本匿名組合契約が契約期間満了その他の事由により終了した場合においても、

匿名組合員は、本条の分配金とは別に出資金の返還（金銭その他の財産の如何を問い

ません。）を営業者に請求することはできません。 
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第15条（分配金の支払） 

1．営業者は、匿名組合員に対し、前条に従い計算される各決算期間の分配金の額の合計

を本匿名組合契約の最終の決算日から起算して4ヶ月以内に支払います。 

2．前項にかかわらず、営業者の判断により会計期間中の決算日を基準として分配を行う

ことがあります。この場合、前項に基づき支払う分配金の額の合計から、既払いの分

配金の額が控除されます。 

3．前二項の支払は、営業者が分配金相当額を分別管理口座に入金し、取扱者が当該分別

管理口座から取扱者に開設された匿名組合員名義の普通預金口座へ振替えることに

より行われます。 

4．第1項の最終の決算日は、第6条によります。 

 

第16条（契約期間満了前の契約の終了） 

1．以下の各号に該当する場合、本匿名組合契約は、契約期間の満了前であっても直ちに

終了します。その場合、営業者は、終了の理由を匿名組合員に対して通知します。 

（1）営業者について支払の停止があり、または法的倒産手続の申立てがあった場合 

（2）営業者が差押、仮差押または滞納処分による差押を受けた場合 

（3）営業者が第15条に規定する営業者の義務に違反した場合 

（4）次のいずれかに該当する場合。ただし、第6条第3項に基づき最終の決算日が変更さ

れた場合には、各期限は当該繰り延べられた期間の範囲内で順延されるものとする。 

①本製品が、事業開始後20ヶ月経過後も完成に至らなかった場合 

②本製品の完成後5ヶ月継続して売上高発生しなかった場合 

（5）営業者において、前号の場合に準ずる状況にあって、かつ、本匿名組合事業の継続

が不適当または不可能であると合理的に判断し、これを営業者から匿名組合員に通知した

場合 

2．前項に基づき本匿名組合契約が終了した場合（ただし第3号の事由に基づく場合を除く）、

営業者は、匿名組合員に対し、次条に定める清算手続を経て算定される清算金を返還

するものとします。 

3．第1項第3号の事由に基づき本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、すみやかに匿

名組合員に対し、次の各号の場合に応じ、いずれかの金額を返還するものとします。 

（1）第14条により算定された分配金の額が、匿名組合員による出資金の全額に満たない

とき 

・出資金（ただし、すでに支払済みの分配金の額を除きます。） 

（2）第14条により算定された分配金の額が、匿名組合員による出資金の全額以上のとき 

・第14条により算定された分配金の額（ただし、すでに支払済みの分配金の額を除き
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ます。） 

4．前項の支払は、前条第3項の規定に準じて行われます。 

 

第17条（清算手続） 

1．前条第1項に基づき本匿名組合契約が終了した場合（ただし同項第3号の事由に基づく

場合を除く）、営業者は、遅滞なく本匿名組合事業にかかる財産の現況を調査し、財

産の換価・処分を進めるものとします。 

2．前項の場合、営業者は、すみやかに、本匿名組合事業にかかる財産の換価・処分金か

ら、本匿名組合事業にかかる一切の費用および債務（出資金返還債務を除きます。）

ならびに清算手続に要する費用等を控除した残余財産を、本匿名組合事業にかかるす

べての匿名組合員の各出資金の額に応じ按分した額（以下「清算金」といいます。）

を返還するものとします。なお、本項の規定は、匿名組合員が有する出資金返還請求

権が劣後債権であることを意味するものではなく、匿名組合員は、営業者の倒産手続

等（法的倒産手続、私的整理手続、および強制執行手続等を含む）において、他の一

般債権者と同順位で配当その他の支払いを受ける権利を有するものとします。 

3．営業者は、前項の清算に関する手続を、法律および一般に公正妥当と認められる会計

原則に従った合理的な方法で行うものとします。 

4．清算金の支払は、第15条第3項の規定に準じて行われます。 

 

第18条（反社会的勢力の排除） 

1．営業者および匿名組合員は、相互に、本匿名組合契約締結日において、暴力団員等（暴

力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その

他これらに準ずる者をいいます。以下同じです。）または次の各号のいずれにも該当

しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

（1）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者 

（2）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 

（3）自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目

的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 

（4）暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有する者 

（5）役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有する者 

2．営業者および匿名組合員は、相互に、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいず

れにも該当する行為を行わないことを確約します。 
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（1）暴力的な要求行為 

（2）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（3）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（4）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手

方の業務を妨害する行為 

（5）その他上記各号に準ずる行為 

3．営業者は、匿名組合員が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは

前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明に関して

虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら通知催告することなく、本匿名組合

契約を解約できるものとし、匿名組合員はこれに異議を申し出ないものとします。 

4．前項の規定により営業者が本匿名組合契約を解約した場合、営業者は匿名組合員に対

しすでに確定している未払分配金を返還します。 

5．第3項の規定により営業者が本匿名組合契約を解約した場合に、匿名組合員に損害が生

じたとしても、匿名組合員は営業者に対し何らの請求をしないものとします。また、

この場合に、営業者に損害が生じたときは、匿名組合員がその損害を賠償するものと

します。 

6．営業者が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第２項各号のい

ずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明に関して虚偽の申告を

したことが判明した場合には、本匿名組合契約は直ちに終了します。 

7．前項の規定により、本匿名組合契約が終了した場合、営業者は、匿名組合員に対し出

資金を全額（ただし、すでに支払済みの分配金の額を除きます。）すみやかに返還し

ます。 

8．前項の支払は、第15条第3項の規定に準じて行われます。 

 

第19条（本匿名組合契約の違反に関する損害賠償請求） 

営業者および匿名組合員は、相手方が本匿名組合契約に違反し、その違反により損害を

被ったときは、その損害について賠償を求めることができます。 

 

第20条（遅延損害金） 

営業者が本匿名組合契約に基づく匿名組合員に対する金銭の支払いを怠った場合には、

支払期限の翌日から完済に至るまで、年14.6％の割合による遅延損害金を匿名組合員に対

して支払います。 

 

第21条（解除権および検査権等の不行使） 

1．匿名組合員は、商法第540条第2項に基づく本匿名組合契約の解除はできないものとし
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ます。 

2．匿名組合員は、商法第539条第1項に定める貸借対照表の閲覧等請求権および財産等に

関する検査権を行使しないものとします。 

 

第22条（公租公課） 

1．本匿名組合契約および本匿名組合事業に関し、匿名組合員に課される公租公課は同組合員

の負担とし、営業者はこれにつき一切責任を負いません。 

2．営業者が匿名組合員に対し分配金等の支払を行う場合には、当該支払金から所得税法その

他の法令所定の源泉徴収を行うものとします。 

 

第23条（無断の複写・転用・転載の禁止） 

匿名組合員が、匿名組合員たる地位に基づき入手した営業者に関する情報（財務数値、

文章、映像、写真その他営業者から提供された一切の情報）について、営業者の書面によ

る許可を得ずして複写・転用・転載（ブログやSNS等への掲載を含みます）することを禁

止します。 

 

第24条（個人情報の利用目的） 

営業者における個人情報および個人番号の利用目的は次の通りです。なお、営業者が個

人情報等の利用目的を変更する場合は、取扱者を通じて専用ページにおいて通知します。 

（1）匿名組合員の源泉所得税にかかる支払調書作成 

（2）出資特典、本匿名組合事業または営業者に関する製品、資料その他物品等の匿名組

合員に対する配送 

 

第25条（競業） 

匿名組合員は、営業者が本匿名組合事業と類似しまたは競合しうる事業を営むことを承

諾します。 

 

第26条（匿名組合員たる地位等の譲渡に関する事項） 

匿名組合員は、営業者の承諾なしに、本匿名組合契約上の地位または権利義務を第三者

に譲渡することはできません。 

ただし、匿名組合員が死亡した場合、匿名組合員の相続人（および受遺者）は、相続の

事実を営業者または取扱者に対し所定の書面にて届け出ることにより、本匿名組合契約上

の地位および権利義務を承継することができます。 

 

第27条（担保権等の設定の禁止） 



 14 

匿名組合員は、匿名組合員たる地位について、第三者に対する質入、担保権の設定、譲

渡担保権の設定その他一切の権利の設定をすることはできません。 

 

第28条（営業者たる地位等の譲渡に関する事項） 

1．営業者は、本匿名組合契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡することはできま

せん。 

2．前項の規定にかかわらず、営業者において本匿名組合事業を実施または継続維持する

ことが困難になった場合、営業者の合理的判断により、第三者に本匿名組合契約上の

営業者の地位を譲渡することができるものとします。 

ただし、本匿名組合事業の全部の譲渡を伴う場合に限ります。この場合、匿名組合員

は営業者による本匿名組合契約上の地位の譲渡について、あらかじめ異議なく承諾し

ます。 

3．営業者は、合併、会社分割その他の方法により営業者の有する権利義務関係が第三者

に包括承継されることとなった場合、匿名組合員に対してかかる手続を行う旨の事前

の通知を行います。 

 

第29条（取扱者の地位の譲渡に関する事項） 

匿名組合員は、取扱者が支払不能に陥り、または取扱者について法的倒産手続の申立て

がなされた場合など、取扱者による本匿名組合契約にかかる事務の実施が困難になった場

合、取扱者が、取扱者と同等以上の業務遂行が可能な第三者に取扱者の地位を譲渡する場

合があることをあらかじめ異議なく承諾します。この場合、譲渡後は、当該第三者を本匿

名組合契約上の取扱者とみなします。 

 

第30条（修正・変更） 

1．本匿名組合契約の条項は、本匿名組合契約において特に明記される場合を除き、営業

者および匿名組合員が書面により合意した場合に限り、取扱者に通知の上、修正また

は変更できるものとします。 

2．前項の規定にかかわらず、形式面の変更等、匿名組合員の義務を増加させまたは匿名

組合員に不利益を被らせることとならない本匿名組合契約の条項の修正または変更

については、営業者および取扱者の協議の上、匿名組合員の合意なくして、修正また

は変更ができるものとします。かかる修正または変更にあたっては、営業者または取

扱者は、その理由を明らかにした上で、修正または変更後の内容を匿名組合員に対し

て専用ページを通じて通知します。この場合、匿名組合員は同修正または変更につい

て、あらかじめ異議なく承諾します。 

3．本匿名組合契約に定めのない事項または疑義の生じた事項については、営業者および
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匿名組合員の間で協議の上、決定するものとします。 

 

第31条（他の匿名組合契約） 

営業者は、匿名組合員以外の複数の者との間で、本匿名組合契約と同一の内容（ただし

出資金の額が異なる場合があります。）の匿名組合契約を締結することができます。ただ

し、他の匿名組合契約は、本匿名組合契約と完全に独立するものであり、本匿名組合契約

の有効性および営業者と匿名組合員との関係に何ら影響を及ぼさないものとします。 

 

第32条（申込の撤回） 

1．申込者は、本匿名組合契約の申込を行った日を含めて8日以内であれば、専用ページに

おいて申込を撤回できます。 

2．前項の場合、取扱者は、申込者に対し、出資申込金を申込者別別段預金から取扱者に

開設された申込者名義の普通預金口座に振替えることによりすみやかに返還します。

出資申込金の返還にかかる手数料はかかりません。 

 

第33条（通知の方法） 

1．本匿名組合契約に別途定めのない限り、営業者が、匿名組合員に対し通知する場合には、

通知内容を専用ページに表示する方法によって行います。 

2．前項の規定にかかわらず、営業者は、匿名組合員があらかじめ届け出た宛先へ、営業者ま

たは取扱者から電子メールを送信することによって通知できるものとします。 

3．前項の方法によって通知した場合に、当該通知が、転居、不在その他営業者または取扱者

の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しないときも、当該通知は、通常到

達すべきときに到達したものとみなされます。 

 

第34条（準拠法および管轄） 

本匿名組合契約は日本法に準拠し、本匿名組合契約に基づく紛争を裁判手続によって解決

する場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 
 

以下余白 

 


